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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 領 域 に 設 け ら れ た 入 賞 入 口 と 、
　 該 入 賞 入 口 に 入 賞 し た 遊 技 球 を 回 収 し 遊 技 球 集 合 部 を 介 し て 遊 技 機 外 部 へ と 排 出 す る 回
収 通 路 と を 備 え 、
　 前 記 入 賞 入 口 へ の 遊 技 球 の 入 賞 に 伴 い 所 定 個 数 の 遊 技 球 の 払 い 出 し を 行 う よ う に 構 成 し
た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 回 収 通 路 の 上 流 部 に 設 け ら れ 前 記 入 賞 入 口 へ の 遊 技 球 の 入 賞 時 に そ の 旨 を 表 す 入 賞
信 号 を 出 力 す る 第 １ セ ン サ と 、
　 前 記 回 収 通 路 の 前 記 遊 技 球 集 合 部 に 設 け ら れ 該 遊 技 球 集 合 部 の 遊 技 球 の 通 過 時 に そ の 旨
を 表 す 球 通 過 信 号 を 出 力 す る 第 ２ セ ン サ と 、
　 前 記 入 賞 信 号 の 入 力 毎 に 入 賞 履 歴 を 記 憶 す る と と も に 、 前 記 球 通 過 信 号 の 入 力 毎 に 前 記
入 賞 履 歴 を 消 去 す る 入 賞 履 歴 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 入 賞 履 歴 が 記 憶 さ れ た 状 態 で 、 前 記 入 賞 信 号 の 入 力 か ら 所 定 時 間 が 経 過 す る 前 に 前
記 球 通 過 信 号 を 入 力 す る と 、 遊 技 球 の 払 い 出 し を 許 可 す る 払 出 許 可 手 段 と 、
　 前 記 入 賞 履 歴 が 記 憶 さ れ た 状 態 で 、 前 記 入 賞 信 号 の 入 力 か ら 次 の 前 記 入 賞 信 号 の 入 力 が
な く 前 記 所 定 時 間 が 経 過 し た 時 に 、 異 常 が 発 生 し た と 判 定 す る 異 常 判 定 手 段 と を 備 え た こ
と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 入 賞 履 歴 記 憶 手 段 は 、 前 記 入 賞 履 歴 と し て の 入 賞 回 数 を 記 憶 す る 手 段 と 、 前 記 入 賞
信 号 の 入 力 毎 に 前 記 入 賞 回 数 を カ ウ ン ト ア ッ プ す る と 共 に 前 記 球 通 過 信 号 の 入 力 毎 に 前 記
入 賞 回 数 を カ ウ ン ト ダ ウ ン す る 手 段 と を 備 え 、 前 記 払 出 許 可 手 段 は 前 記 入 賞 回 数 が １ 以 上
で 前 記 所 定 時 間 と な る 前 に 前 記 球 通 過 信 号 を 入 力 す る と 遊 技 球 の 払 い 出 し を 許 可 し 、 前 記
異 常 判 定 手 段 は 前 記 入 賞 回 数 が １ 以 上 で 前 記 所 定 時 間 と な っ た 時 に 異 常 が 発 生 し た と 判 定
す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 異 常 判 定 手 段 は 、 前 記 入 賞 履 歴 が 記 憶 さ れ て い な い 状 態 で 前 記 球 通 過 信 号 を 入 力 し



た 場 合 に 、 異 常 が 発 生 し た と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 入 賞 信 号 の 入 力 毎 に 、 そ れ ま で の 経 過 時 間 の 計 測 を ク リ ア し て 新 た に 経 過 時 間 の 計
測 を 開 始 す る 時 間 計 測 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の
遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 遊 技 領 域 に 設 け ら れ た 入 賞 入 口 と 、
　 該 入 賞 入 口 に 入 賞 し た 遊 技 球 を 回 収 し 遊 技 球 集 合 部 を 介 し て 遊 技 機 外 部 へ と 排 出 す る 回
収 通 路 と を 備 え 、
　 前 記 入 賞 入 口 へ の 遊 技 球 の 入 賞 に 伴 い 所 定 個 数 の 遊 技 球 の 払 い 出 し を 行 う よ う に 構 成 し
た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 回 収 通 路 の 上 流 部 に 設 け ら れ 前 記 入 賞 入 口 へ の 遊 技 球 の 入 賞 時 に そ の 旨 を 表 す 入 賞
信 号 を 出 力 す る 第 １ セ ン サ と 、
　 前 記 回 収 通 路 の 前 記 遊 技 球 集 合 部 に 設 け ら れ 該 遊 技 球 集 合 部 の 遊 技 球 の 通 過 時 に そ の 旨
を 表 す 球 通 過 信 号 を 出 力 す る 第 ２ セ ン サ と 、
　 前 記 入 賞 信 号 の 入 力 回 数 を カ ウ ン ト す る 第 １ 計 数 手 段 と 、
　 前 記 球 通 過 信 号 の 入 力 回 数 を カ ウ ン ト す る 第 ２ 計 数 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 計 数 手 段 に よ り カ ウ ン ト し た 入 力 回 数 と 前 記 第 ２ 計 数 手 段 に よ り カ ウ ン ト し た
入 力 回 数 と の 差 が 所 定 値 以 上 と な っ た 場 合 に 異 常 が 発 生 し た と 判 定 す る 異 常 判 定 手 段 と を
備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 入 賞 信 号 を 入 力 し た 時 点 で 、 所 定 個 数 の 遊 技 球 の 払 い 出 し を 許 可 す る 手 段 を 備 え た
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 １ セ ン サ の 信 号 出 力 系 統 と 前 記 第 ２ セ ン サ の 信 号 出 力 系 統 と に 分 け て 、 信 号 出 力
用 コ ネ ク タ を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ８ 】

遊 技 領 域 に 設 け ら れ た 入 賞 入 口 と 、
　 該 入 賞 入 口 に 入 賞 し た 遊 技 球 を 回 収 し 遊 技 機 外 部 へ と 排 出 す る 回 収 通 路 と 、
　 該 回 収 通 路 の 上 流 部 及 び 下 流 部 に そ れ ぞ れ 設 け ら れ 常 に は ハ イ レ ベ ル 信 号 を 出 力 し 遊 技
球 の 通 過 を 検 出 す る と ロ ウ レ ベ ル 信 号 を 出 力 す る 第 １ セ ン サ 及 び 第 ２ セ ン サ と 、
　 前 記 第 １ セ ン サ の 出 力 と 前 記 第 ２ セ ン サ の 出 力 と が そ れ ぞ れ ハ イ レ ベ ル 信 号 か ら ロ ウ レ
ベ ル 信 号 に 切 り 替 わ る こ と に 伴 い 所 定 個 数 の 遊 技 球 の 払 い 出 し を 行 う 制 御 装 置 と を 備 え 、
　 前 記 第 １ セ ン サ 及 び 前 記 第 ２ セ ン サ を 、 そ れ ぞ れ 異 な る 信 号 線 及 び コ ネ ク タ 部 材 を 介 し
て 前 記 制 御 装 置 の 接 続 部 に 接 続 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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